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別紙 

一般会計予算審査特別委員会における審査の経過と結果について 

（審査日：平成３１年３月１１～１３日） 

 

１．平成３１年度予算の概要 

予算規模 

 平成３１年度 ５７１億４３００万円 

 平成３０年度 ５６９億４１００万円 

 差 し 引 き   ２億 ２００万円 （＋０．４％） 

予算内訳等 

 「平成３１年度 当初予算の概要」のとおり 

 

２．質疑の概要 

⑴ 第１表 歳入 

第１款 市税 

第１項 市民税 

 第１目 個人 

  問 個人市民税の滞納繰越分に係る収納率を３２．４％として予算計上されている

が、生活困窮等により支払いが困難なケースについては、福祉部門をはじめとし

て市の組織が横断的に連携する必要があると考えることから、相談内容に応じた

市の対応状況を伺いたい。 

  答 税滞納者には、徴税吏員である市職員が財産調査を実施するなど個別に納税折

衝を行っているところであり、個々の相談内容に応じて生活支援課等との連携を

図っている。引き続き、それぞれの事情を把握したうえで、窓口となる部署と十

分な連携をとりながら、適切な対応に努めていきたいと考えている。 

 

 第２目 法人 

  問 市民法人税の歳入見込み額が前年度より約３０００万円増額となっているが、

キセラ川西土地区画整理事業の進捗による税収増が見込まれているのかという

点とあわせて、増額計上した要因について伺いたい。 

  答 今回の予算額については、昨年１１月末時点における状況を基に見込んだ額を

計上している。具体的には、金融・保険業、情報通信業、電気・ガス・水道業な

どで業績の改善が見られたことから法人税割の増収を想定しているが、土地区画

整理事業に係る影響額については見込んでいないところである。 
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第２項 固定資産税 

  問 当初予算参考資料に新築住宅軽減税額が掲載されているが、その内訳等の詳細

を伺いたい。また、子ども・子育て支援に係る企業主導型施設について、新年度

における軽減特例措置の適用状況を伺いたい。 

  答 新築住宅に対する軽減としては２３００戸余りで約１億２５００万円、耐震改

修に係る軽減では８戸で６万５０００円のほか、省エネ改修等に係るものを含め

て総額１億２５００万円強を見込んでいるところであるが、企業主導型の保育施

設等に係る軽減については、新年度の適用施設はない状況である。 

 

第３項 軽自動車税 

  問 軽自動車税において、本年１０月から環境性能割が導入され、県が徴収すると

のことであるが、実際に自動車を購入する際の流れとあわせて、個人負担への影

響など詳細を伺いたい。 

  答 環境性能割は、自動車の燃費性能向上を目的として、現行の自動車取得税にか

わって導入されるもので、本年１０月から自動車の購入時に販売店が徴収のうえ

県に納付する流れとなる。税率については購入車両の環境性能によって異なるも

のの、個人負担の増が生じることはないと認識している。 

 

第４項 市たばこ税 

  問 新年度の税収見込みにあたり、課税対象を合計９８７８万７０００本と見込ん

でいるが、近年の推移や加熱式たばこの見込みを含めて、この算定根拠を伺いた

い。 

  答 たばこに関しては、近年の健康志向もあり、年々減少であることに加えて、今

年度１０月１日から増税されていることから、平成２１年度の地方税法改正に伴

う増税時における税収の落ち込み状況も参考にしながら、対前年度比９１％で見

込んでいる。なお、加熱式たばこについては、紙巻き式たばこに含めて算入のう

え予算計上しているところである。 

第２款 地方譲与税 

第４項 航空機燃料譲与税 

  問 新年度の歳入を対前年度比で６４１２万９０００円の減額と見込んでいるが、

伊丹空港では離発着の便数が減少しているといった認識はなく、計上額の算出に

理解しにくい部分があることから、その根拠等を伺いたい。 

  答 航空機燃料譲与税の算定に関しては、従前から議会において検証の必要性を指
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摘されているところであるが、市として法規定などを含めて確認を試みたが、本

市の状況に変化がなくとも他自治体に所在する飛行場の状況などが影響するた

め、これが把握できない中では、本市に対する当該譲与税の額が減少している要

因について十分な検証が困難な現状にある。 

第３款 利子割交付金 ～ 第８款 自動車取得税交付金 

  質疑なし 

第９款 環境性能割交付金 

第１項 環境性能割交付金 

  問 税制改正に伴い、自動車取得税交付金が廃止され、環境性能割交付金が本年 

１０月に創設されるが、これに伴う市歳入への影響について伺いたい。 

  答 環境性能割は、自動車取得税にかわるものであり、自動車の環境性能に応じて

税率が異なるものの、交付金の収入額としては、特に差異が生じることはないと

考えている。また、環境性能割の導入当初においては、税率の軽減措置が講じら

れるが、これに伴う地方税の減収分は国が補填することとなっていることから、

この点でも本市の歳入に影響はないものと認識している。 

第１０款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第１項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

  問 当該交付金は、久代訓練場や射撃場が交付対象とされる一方で、自衛隊阪神病

院や総監部は対象外とされている。この点を含めて、当該交付金の算定に関して

は、市として過去から要望が続けられているが、改善に向けた進展などを含めて、

現状を伺いたい。 

  答 当該交付金については、法令に基づき、交付対象は自衛隊が使用する飛行場、

演習場、弾薬庫等に限定されている。市としては、自衛隊病院や総監部などの関

連施設についても交付対象とするよう、毎年のように要望活動を行っているが、

実現には至っていない状況である。 

第１１款 地方特例交付金 

  質疑なし 

第１２款 地方交付税 

第１項 地方交付税 

  問 普通交付税の予算計上額が３０年度と比較して、１０億円程度の増額として見

込まれているが、その要因について伺いたい。 

答 ３０年度３月補正後の額と比較すると、普通交付税は約７億４０００万円の増

額となっている。これは、社会保障費の伸びや過去の起債に対して普通交付税で

財源措置される公債費の増分を基準財政需要額に反映していることが主な要因で
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あり、加えて、交付税財源の不足に伴う措置として発行していた臨時財政対策債

が、約４億円減となる見込みであることから、これらの要素を踏まえて予算計上

しているものである。 

第１３款 交通安全対策特別交付金 

  質疑なし 

第１４款 分担金及び負担金 

第２項 負担金 

  問 保育所入所負担金に関連して、３１年１０月から幼児教育・保育の無償化が予

定されている中で、給食の食材料費は自己負担となるようであるが、これに係る

予算計上の取り扱いについて伺いたい。 

  答 保育所及び認定こども園における給食の食材料費などは、一般会計の雑入で

「保育所給食費徴収金」として計上している。したがって、これらの徴収状況は、

予算及び決算において明らかになるものである。 

第１５款 使用料及び手数料 

第１項 使用料 

 第１目 総務使用料 

  問 アステ市民プラザの使用料を予算計上するに当たり、貸館の稼働率について、

具体的な目標値とその設定に係る考え方を伺いたい。 

  答 具体的な稼働率といった数値目標は設けておらず、使用料の収入見込みについ

ては、３０年度の実績等に基づく金額を算出した後、キセラ川西地内にオープン

した複合施設の新たな利用を考慮して、前年度比９５％で設定したところであ

る。 

 

 第７目 土木使用料 

  問 住宅使用料の滞納繰越分が約１億３５００万円にのぼっており、これに対する

徴収率を１５％と見込んで予算計上されているが、滞納期間など詳細を伺いた

い。 

  答 滞納繰越分については、低所得者や行方不明等により徴収困難な状況があるた

め、前年度の決算値を参考に徴収率を設定している。また、滞納期間については、

公営住宅使用料の時効は５年間であるが、滞納者から誓約をとるなど、納付意思

が確認できる場合は、時効援用がない限り時効は成立しないため、滞納期間が 

１０年を超過している事案もある。 
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第２項 手数料 

 第３目 衛生手数料 

  問 犬の登録事務等手数料として５３４万円が計上されているが、登録頭数の見込

みと無登録への対応ついて伺いたい。 

  答 この手数料は、狂犬病予防法に基づく犬の新規登録の際に徴するもので、３１

年度は６３７件を想定している。犬の飼い主には、この法律で登録が義務付けら

れていることから、無登録とならないよう市広報誌等で呼びかけを行っていると

ころである。 

 

 第７目 土木手数料 

  問 放置自転車返還手数料７６万８０００円が計上されているが、返還台数見込み

及びそれぞれの単価について伺いたい。 

  答 予算計上は、２９年度の実績をベースとして、自転車は１台当たり２０００円

で３０２台を、原動機付自転車又は普通自動二輪車は１台当たり３５００円で 

４７台を見込んでいる。 

 

  問 都市計画手数料で２１３万６０００円が計上されている屋外広告物許可等手

数料について、この許可が申請主義となっており、未申請者に対する毅然とした

対応が必要であると考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 本手数料の徴収根拠である屋外広告物条例は兵庫県条例であることから、県と

の連携を強化することはもとより、他市においても同様の課題を抱えていると考

えられるため、情報交換などを行いながら対応策を研究していきたい。 

第１６款 国庫支出金 

第２項 国庫補助金 

 第１目 総務費国庫補助金 

  問 マイナンバー制度の情報連携に必要な電算システムに係る経費の財源として、

社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金３０３万４０００円が計上されて

いるが、新年度の改修内容と補助率を伺いたい。 

  答 本システムは、昨年度から稼働しているが、３１年度に自治体中間サーバー・

プラットフォームに一部改修が加わるため、これに伴う対応を行うものである。

改修費用については、全国一律の基準により、団体規模別に割り当てられること

となっており、補助率としては、２分の１を若干下回る状況となっている。 
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第３項 委託金 

 第１目 総務費委託金 

  問 自衛隊員募集事務委託金として４万５０００円が計上されているが、この委託

内容とあわせて、１８歳及び大学卒業者にかかる名簿の取り扱いについて、新年

度においても閲覧という対応となるのか、市の考えを伺いたい。 

  答 まず、市の受託内容としては、自衛隊員の募集に関して依頼があった場合に、

市広報誌への掲載などの啓発を行っている。年齢者情報については、３０年度に

自衛隊からの依頼はなく提供していない状況であり、新年度における対応につい

ても現時点では不明である。 

 

第２目 民生費委託金 

  問 人権啓発活動地方委託金について、前年度より７３万円増の１００万円が計上

されているが、これは人権と平和を考える市民の集いを開催する費用の財源とし

て計上しているのか。 

  答 当該委託金は、啓発事業として、講演会や広報の発行、研修会実施などの費用

に充てられているが、５年ごとに委託金が増額されることとなっており、３１年

度が該当するタイミングとなるため、これを活用して人権と平和を考える市民の

つどいを開催することとしているものである。 

第１７款 県支出金 

第１項 県負担金 

 第２目 民生費県負担金 

  問 障害児通所給付等事業費負担金について、近年は通所受給者証の交付者数が増

加していると認識しているが、新年度における負担金の計上に際しては、こうし

た実態を見込んで算出しているのか伺いたい。 

  答 当該負担金の額は、障害児通所支援に関する５事業の歳出見込額に対応する県

の負担割合（４分の１）に基づき計上している。事業費用の内訳として、就学前

の子どもに対する支援である児童発達支援では、小学校入学にあわせて放課後等

デイサービスに移行するなど、一定利用が行きわたったことなどを踏まえ、前年

度比で約１９３０万円の減額とする一方、放課後等デイサービスは、１８歳まで

利用できるため、引き続き増加傾向にあると判断されることから、約４９８４万

円の増額とするなど、それぞれの事業の利用状況に応じて予算額を見込んでいる

ところである。 
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第２項 県補助金 

 第５目 農林業費県補助金 

  問 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金として１９１３万６０００円を計上して

いるが、被害発生の現状と今後の見通しを伺いたい。 

  答 ウメ輪紋病については、３０年度の被害状況を見ると、市内では順調に終息の

方向が確認できる状況にあるが、被害がなくなるには至っていないため、引き続

き対策に取り組んでいく考えである。 

第１８款 財産収入 

第１項 財産運用収入 

  問 ３１年度、新たに本庁舎駐車場貸付収入として６５０万円を計上していること

から、市役所駐車場の面積と駐車可能台数など現状の詳細を伺いたい。 

  答 駐車場面積は地上部分が３８８０平方メートルであり、駐車可能台数は地上 

６０台、地下５４台となっている。利用料収入としては２９年度実績で約７０４

万円となっている。 

第１９款 寄附金 

  質疑なし 

第２０款 繰入金 

第１項 基金繰入金 

  問 財政基金積立金繰入金として１４億７５９万７０００円が計上されているも

のの、予算編成の段階では収支均衡が達成できていないことから、現時点におけ

る予算執行後の最終的な見通しを伺いたい。 

  答 予算編成の段階では、各種事務事業を執行する際に不足額が生じないように歳

出予算を計上しているが、当該繰入金については、例年、決算ベースでは、予算

額に対して１０億円程度不要となる傾向にある。中期財政運営プランにおいても

３１年度収支を４億２９００万円のマイナスと見込んでおり、突発的な事象が発

生しない限り、これに近い水準になるのではないかと考えている。 

第２１款 繰越金 

  質疑なし 

第２２款 諸収入 

第３項 貸付金元利収入 

 第１目 貸付金元利収入 

  問 市立川西病院貸付金利子５１７万円について、市立川西病院貸付金返還金６億

円に係る利子の取り扱いを含めて、その詳細を伺いたい。 

  答 ６億円の返還金については無利子であり、計上している貸付金利子について
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⑵  同  歳出 

は、２５年度末時点における長期貸付金の約２５億円にかかるものである。 

 

第６項 雑入 

 第５目 派遣職員給与費等負担金 

  問 東日本大震災に係る派遣職員給与費等負担金として１４９２万５０００円が

計上されているが、現在の派遣状況と３１年度の予定を伺いたい。 

  答 現在、宮城県の南三陸町と女川町に職員を派遣しており、３１年度においても

同様の対応を予定している。 

 

 第６目 他団体負担金及び助成金 

  問 川西さくら園就園負担金として８５３万８０００円が計上されているが、幼児

教育・保育の無償化に伴い当該金額に影響があるのか伺いたい。 

  答 当該負担金は、川西さくら園の運営経費の一部を猪名川町から通っている児童

数に応じて同町が負担するものであるが、無償化により利用者負担が無料になる

分については、国庫支出金の障害児通所給付等事業費負担金で措置されるため、

この就園負担金には影響はないものである。 

第２３款 市債 

第１項 市債 

  問 中学校エレベータ整備事業費市債３０００万円の詳細を伺いたい。 

  答 この対象は、川西南中学校におけるエレベーター設置事業であり、３０年度か

ら３１年度の継続費として実施している。３１年度の工事費を３０００万円とし

ており、これに市債を１００％充当することとし予算計上しているところであ

る。 

第１款 議会費 

  質疑なし 

第２款 総務費 

第１項 総務管理費 

 第１目 一般管理費 

  問 市立川西病院が本年４月より指定管理者制度へ移行することにより、市職員と

しての異動予定者が５５人となっている。こうした状況を踏まえて、正規職員の

受け入れに伴う臨時職員の雇用や病院からの異動職員に対する配慮など、新年度

に向けた対応について市の考え方を伺いたい。 
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  答 臨時職員については、新年度で全体の勤務日数が減少することとなる。新年度

に向けて、自ら新たな就職先を探されるなどして退職された職員もあるが、引き

続き雇用を希望される場合は、職員課において相談窓口を統括しながら、組織内

で配置可能な部署を紹介するなどの対応を行っているところである。 

  答 市立川西病院からの異動により、新たな職場に配置される看護師等に対して

は、仕事内容が変わることによる戸惑いもあることから、先輩職員によるエルダ

ー制度をはじめ、あらゆる手段を講じながら、全力でサポートするための体制を

整え、可能な限りの配慮に努めていきたいと考えている。 

 

 第２目 企画費 

  問 行財政改革推進事業で委員報酬９９万１０００円が計上されている。これによ

り行財政改革審議会を設置し、全事業の再検証や財政健全化条例制定に向けた議

論が進められるとのことであるが、委員の募集方法や取り組みのスケジュールな

どの詳細について伺いたい。 

  答 当該審議会については、本年５月から６月を目途に審議を開始したいと考えて

おり、その審議内容に応じた中間報告の取り扱いについても今後検討していきた

いと考えている。 

  答 新年度から予定している全事業の再検証と財政健全化については、専門性の高

い分野となることから、現時点では公募による委員募集ではなく、学識経験者や

公認会計士に加え、ＮＰＯ関係や民間事業の経験者を選出したうえで、中間報告

を行う際に広く意見が聴取できるような仕組みづくりなどを検討しており、でき

るだけ専門性を活かした審議会となるよう取り組みを進めていきたい。 

    対象事業は約３００事業であるが、職員とディスカッションしながら検証する

など、本格的に議論を行う事業は３０数事業を想定している。その他の事業は、

市が作成した成果報告書等を参考としながら方向性を検証していきたいと考え

ている。 

 

  問 参画と協働のまちづくり推進事業において、新年度からコミュニティ組織によ

る活動の活性化を支援するため、ふるさとづくり寄附金を活用した「（仮称）ふ

るさと支援金」が創設されるとのことである。当該制度が積極的に利用されるに

は、地域住民への十分な説明はもとより、本市を応援する市外在住者から寄附金

を得るための活動が重要になると考えるが、新年度に向けた取り組みの考え方を

伺いたい。 

答 新年度に創設する支援金については、市内に居住する人の家族等を想定し、現
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在は市外に在住する人から、自らが生まれ育った地域のコミュニティ活動を応援

するための寄附金を募るものである。当該制度については、地域の活性化に必要

な資金を自主的に獲得するための手段として、前向きに受けとめる役員等もあ

り、引き続き、ふるさとづくり寄附金の趣旨を含めて、しっかり説明していきた

いと考えている。 

 

 第３目 情報化推進費 

  問 情報化事業において総額２億２０９１万２０００円が計上されているが、先

般、猪名川町との地域包括連携が締結されるなど、いわゆるスマート自治体の推

進や広域自治体連携を進めていくことが重要となっているが、こうした取り組み

にかかる調査・研究費用は、新年度予算に盛り込まれているのか。 

  答 他の自治体との連携を進めて事務事業を効率化するという方向については、国

が推進している内容であり、本市においても課題認識はしているところである

が、新年度予算においては、具体的な費用を反映するには至っておらず、引き続

き検討していきたい。 

 

 第４目 広報費 

  問 本市においても外国人に対する生活情報の提供など、広報活動が重要になって

きていると感じているが、広報誌発行に係る配慮など、現在の対応状況について

伺いたい。 

  答 市のホームページでは、昨年４月のリニューアルにあわせて、英語・中国語・

韓国語をはじめ８か国語の翻訳対応が可能となっている。一方、広報誌について

は、ホームページ上でもＰＤＦファイルによる掲載となっており、対応が図れて

いない現状にあることから、今後の検討課題であると認識している。 

 

 第６目 財産管理費 

  問 庁舎維持管理事業において、市役所駐車場の運営形態が変更され、４月からは

原則として機械管理となる予定であるが、現在の委託先であるシルバー人材セン

ターとの引継ぎを含めて、混雑時の整理や突発的な対応が必要となった場合の対

策等について伺いたい。 

  答 突発的な対応が必要な場合の対策としては、本庁舎の警備業務において対応が

可能となるよう、委託事業者と事前調整済みである。また、現在、シルバー人材

センターが担っている場内整理等の業務については、案内看板やマーク表示に加

え、ゲート部分に呼び出しボタンを設置することで、所管部署の職員並びに警備
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員による人的援助の体制を整えていきたいと考えている。 

 

  問 車両管理事業において、公用車管理運転業務委託料として３０４０万３０００

円計上されているが、公用車管理等の外部委託についてどのように評価している

のか。あわせて、他市においては、公用車でなくタクシーの使用に切り替える例

も見受けられることから、当該事業のあり方に関する市の考えを伺いたい。 

  答 ２９年度より公用車の管理業務等を民間事業者に委託している。専門の事業者

に委託することにより、運転規律の確保や安全性の向上が図られたと考えてい

る。また、市職員で対応していた際には、休暇取得などの労務管理が難しい側面

もあったが、業務委託により柔軟な対応が可能となるなど改善が図られており、

人件費との比較においても費用面で効果があったと認識している。従って、現時

点では、タクシー利用の検討には至っていない状況である。 

 

 第７目 公共施設マネジメント費 

  問 公共施設マネジメント事業において、ふれあいプラザの解体工事にかかる監理

委託料や工事請負費が計上されているが、当該工事については、当初予定より進

捗に遅れが見られる状況である。当該施設敷地の借上料への影響も懸念するとこ

ろであり、施工に日時を要している理由と完了時期の見通しを伺いたい。 

  答 当該施設については特殊な杭が使用されており、この撤去作業のため、解体工

事に日時を要していることが主な要因であり、完了時期としては、３１年１２月

末を見込んでいる。 

 

 第８目 人事管理費 

  問 ３０年度より、主査級職員の管理職手当が廃止され、時間外勤務手当の対象と

なったが、この取り扱いが影響しているとはいえ、議案質疑資料では、２９年度

に比べ３０年度の支給額が大きく増加しているところである。そこで、この傾向

をどう分析し、新年度の人事管理や業務分担の均衡化といった多様な視点での取

り組みを進めていくのか市の考えを伺いたい。 

  答 ３０年度からは、給与制度の見直しにより、職務等級の該当役職も変更してお

り、議案質疑資料に記載した「３級」を例にとると、２９年度の「主事」から   

３０年度は「主任」の対象等級となっていることから、１人当たりの単価が増加

する結果となっている。新年度においては、働き方改革への対応を踏まえて、時

間外勤務については、１カ月４５時間、年間３６０時間を上限とすることを基本

としながら、労務管理等にかかる取り組みを進めていきたいと考えている。 
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  問 人事給与管理事業において、人事給与システムのリース料等が計上されている

が、１０００人程度の事業者規模であれば、オーソドックスなシステムと比較す

ると導入コスト及びランニングコストで、現行経費より大幅な削減効果が期待で

きるものもある。こうした点に関する調査研究などを含めて市の検討状況を伺い

たい。 

  答 人事給与管理システムについては、他システムとの連携を含めて見直しが必要

な部分はあると認識している。ただし、現行システムのリース期間が３３年１０

月までとなっていることから、関連するシステムの切り替え時期も念頭に置きな

がら、一体的に検討を加えていきたいと考えている。 

 

 第１２目 スポーツ振興費 

  問 一庫ダム周遊マラソン大会補助金として３４８万９０００円が計上されてい

るが、前年と比較すると１７９万２０００円の増額となっていることから、その

理由を伺いたい。 

  答 当該補助金は、神戸マラソンと日程が重なっていることに伴い警備員の確保が

困難になっていることや送迎用バスの使用料上昇といった経費増加の要素に加

え、近年は参加者が減少傾向にあることが参加料収入に影響しており、大会運営

に収支不足が生じる状況となっている。こうしたことを踏まえて、新年度の補助

金を増額しているが、当該補助金については、その５分の４に相当する額がスポ

ーツ振興くじ助成金として交付される予定となっている。 

 

  問 （仮称）東谷多目的広場用地購入費として４５６５万円が計上されているが、

当該用地の面積等とあわせて、隣接道路が狭隘であるなど利用に際しては安全対

策も必要になると考えられることから、当該広場整備に向けた市の考えを伺いたい。

  答 購入を予定している用地は、兵庫県立川西北陵高校の北西に位置する山原字垣

ノ谷地内で、面積は約８３００平方メートルとなっている。隣接道路については

狭隘であるものの、車両の離合は可能な状況にある。今後は、地元とも協議しな

がら、広場への動線や利用時間帯などのルールづくりを進めるとともに、道路の

整備などに関しても必要に応じて対応を検討していきたい。 

 

 第１３目 アステ市民プラザ運営費 

  問 アステ市民プラザには３１年度も市職員が配置されるが、限られた人員の再配

置や運営コストを考慮すると、指定管理制度の導入も有効であると考えることか
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ら、これに対する市の見解を伺いたい。 

  答 現段階では指定管理者による運営の検討は考えていないが、マイナンバーカー

ドの普及状況や市行政センターのあり方を踏まえながら、将来的には検討しなけ

ればならない課題であると認識している。 

 

 第１６目 キセラ川西プラザ運営費 

  問 キセラ川西プラザが開設されたが、点字ブロックをはじめ、設備面において改

善すべき箇所が複数あると感じている。そこで、市としての現状認識と今後の改

善に向けた対応等について伺いたい。 

  答 現状において、様々な団体から要望を受けており、順次、対応できるものから

改善を行っているが、新年度予算として、特に経費を計上している状況ではない。 

  答 新年度予算への計上には至っていないが、緊急性なども含めて、現在、関係部

署間で調整を行っており、改善内容等を整理した上で、必要なものについてはオ

ール川西として検討を進めていきたい。 

 

  問 キセラ川西プラザ駐車場用地の土地借上料５９２６万７０００円が計上され

ているが、駐車台数が合計３０８台であることから判断すると、近隣の月極駐車

料金と比べて割高ではないかと感じるが、この点について市の見解を伺いたい。 

  答 予算計上している土地借上料を駐車台数で単純に割り戻すと、１カ月当たり１

台１万６０００円程度になり、近隣の民間駐車場の月極料金と比較すると高額と

いうことになる。しかし、駐車場内には十分な導入路や緑地を備えており、借上

時点においては、土地鑑定士により算定された価格により契約を締結しているこ

とから、この借上料については適正な金額であると考えている。 

第３款 民生費 

第１項 社会福祉費 

第１目 社会福祉推進費 

問 民生児童委員活動事業では、平成２８年の改選以来欠員となっている地域があ

るなど、民生委員の担い手不足が課題となっている。そこで、３１年の改選に向

けた新たな確保策など、新年度における取り組みについて伺いたい。 

 答 前回の改選時に定数の見直しや年齢要件の緩和などを行ったが、欠員の解消に

は至っていない現状である。民生委員の退任後においては、民生委員のサポート

活動をしていただいている協力委員に依頼して欠員補充に努めていきたいと考え

ている。 

また、地域における人材の発掘が極めて重要となっていることから、さまざま
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な媒体を利用して制度の周知を図るとともに、行政職員の退職者をはじめ、担当

職員が地域に出向いて個別に話をするなど、積極的な働きかけに取り組んでいき

たい。 

 

問 地域福祉活動支援事業において、ふれあいプラザ解体に伴うＰＣＢ（ポリ塩化

ビフェニル）処分業務委託料１５１万１０００円が計上されているが、従前から

市内の旧学校校舎に保管されていたＰＣＢの処分を合わせて行うことは検討しな

かったのか。 

 答 現在、市において保管をしている高濃度ＰＣＢについては、旧南部処理センタ

ーで厳重に保管しているが、平成３３年３月３１日が処理期限となっており、北

九州ＰＣＢ廃棄物処理施設において３２年度に処分予定である。なお、新年度に

予定しているふれあいプラザの解体に際しては、低濃度ＰＣＢを処分することと

なるため、北九州の施設に限らず処分が可能であることから、解体工事と併せて

処分を行うものである。 

 

第２目 人権推進費 

 問 人権啓発推進事業において、平成３１年度は「人権と平和を考える市民のつど

い」の開催を計画されているが、その詳細を伺いたい。 

 答 平和の大切さについて考えるとともに人権の尊重について学ぶ場として、９月

２８日にみつなかホールにおいて開催を予定している。参加人数は３５０人を目

標としており、実施内容としては、講演会、ミニコンサート、平和展などを考え

ている。 

 

 問 子どもの人権オンブズパーソン事業については、児童虐待などが社会問題とな

る中で、求められる役割が複雑・多様化しているが、こうした状況下では、新設

された「こども・若者ステーション」との連携といったことも重要となってくる。

そこで、こうした関係部局との協力体制を含め、新年度以降の対応に関する市の

考えを伺いたい。 

 答 児童虐待に関して、児童福祉法に基づく措置とオンブズパーソンが有する権限

は異なるところである。事案によって、即座に保護が必要なケース等については、

子ども・若者センター又は県のこども家庭センターが法に基づいて対処すること

になるが、オンブズパーソンについては、まず子どもの相談を受けた後、必要に

応じて調査を行い、その結果に基づいて、意見表明や勧告、是正の申し入れなど

を市の機関に対して行うもので、虐待事案を含めて、引き続き、必要な情報は迅
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速に関係機関へ伝達するなど、適切な対応に努めていきたい。 

 

第３目 総合センター費 

 問 貸室の有料・無料を合わせた実稼働率について、平成３０年度は耐震補強工事

の影響もあり、利用率は下がっていたと認識しているが、３１年度はどの程度を

目標としているのか伺いたい。 

 答 平成２９年度の実績である全体の平均稼働率２５％を上回れるよう、さまざま

な展開を考えていきたい。 

 

第４目 障害者福祉推進費 

問 川西市では１５日としている放課後等デイサービスの支給日数について、伊丹

市や猪名川町など他市町の取り扱いと比較しても少ないと感じるが、保護者の就

労支援のために増やしていく考えはないのか伺いたい。 

 答 支給日数については、標準を１５日としており、上限とは考えていない。当該

サービスは療養を行うことが目的で、その支給量は、相談支援事業所と家族が相

談した上で作成された障害児支援利用計画案をもとに決定しており、それぞれの

障害の程度や置かれている環境等に応じたサービス量を確保できていると考えて

いるため、現時点で変更する考えはない。また、就労支援という観点では、日中

一時支援事業との組み合わせで、そのニーズには応えているところである。 

 

 問 平成３０年４月から日常生活用具の給付対象品目にスピーチプロセッサー（人

工内耳体外部装置）が追加されたが、利用実績は１件とのことである。まだ利用

者への周知が十分ではないと考えられるが、今後の対応策について伺いたい。 

 答 対象品目の拡充については、昨年４月の広報誌に掲載したほか、ホームページ

にも案内を掲載し、周知に努めているところである。必要とする人に情報を届け

るためには、医療機関やスピーチプロセッサーを取り扱う事業者への周知が効果

的であると考えていることから、こうした視点で引き続き取り組んでいきたい。 

 

第５目 福祉医療費 

 問 母子等医療扶助事業について、平成３０年８月から所得制限の基準が緩和され

たが、それによる対象者の動向と制度変更に係る周知方法について伺いたい。 

 答 所得制限の緩和により、約８０名が新たに受給資格を得ることになったが、母

子家庭にあっては、乳幼児等医療等の助成内容から、そちらの制度を選択されて

いるケースがある。なお、制度の改正があった際には、対象者に対して個別に案
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内をして周知徹底を図っているところである。 

 

第７目 医療保険費 

 問 国民健康保険事業特別会計操出金のうち、福祉医療波及分が１０３７万   

４０００円となっているが、国からのペナルティーについて、新年度の見通しを

伺いたい。 

 答 平成３０年度から未就学児までの医療費助成はペナルティー対象外になった。

その他について、全国市長会等を通じて要望を続けているが、３１年度について

は特に変更はない状況である。 

 

第２項 老人福祉費 

 第１目 老人福祉推進費 

問 シルバー人材センター運営費補助金３０１５万５０００円について、過去の実

績を見ると、年度によって金額差があり、特に新年度予算は３０年度に比べて約

１０００万円減の計上となっている。この要因について伺いたい。 

  答 この補助金については、シルバー人材センターの収支差額を補助するものであ

るが、新年度の補助額は、３１年３月末に退職する職員が４月以降に再雇用とな

るため、その人件費分が減額となったほか、シルバー人材センターによる事業収

入増の努力によるものであると考えている。こうした中、新たな事業展開の必要

性について同センターとも共通認識しており、今後、民間需要の開拓といったこ

とを含めて協議を重ねていきたい。 

 

  問 高齢者生きがいづくり推進事業における「ふれあい入浴事業」については、利

用者が固定化する傾向にあると認識しているが、当該事業の今後のあり方につい

て市の考えを伺いたい。 

  答 当該事業については、継続的な利用者があることから、高齢者の居場所づくり

として有益であると考えている。ただし、将来的な事業の継続については、事業

の有効性や入浴施設の動向も見極めながら、引き続き検討はしていきたいと考え

ている。 

 

第３項 児童福祉費 

 第１目 児童福祉推進費 

  問 子育て世代包括支援事業において、明峰中学校区に新たな出張プレイルームが

開設されるが、新年度での事業内容など詳細を伺いたい。 
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  答 地域子育て支援拠点として中学校区単位での整備を進めているが、明峰中学校

区には未設置の状況であったことから、本年１０月より明峰公民館において、月

２回程度の出張プレイルームを開設することとしたところである。具体的には、

こども・若者ステーションのプレイルームで勤務している相談員が出向いて対応

することとしており、現在開設している清和台・けやき坂・北陵の各公民館にお

ける取り組みと同様の実施回数を想定している。 

 

問 児童虐待防止対策支援事業費補助金が活用される子ども家庭総合支援事業につ

いて、新年度の事業内容と期待する効果について伺いたい。 

  答 子ども家庭総合支援事業は、児童虐待の防止や早期発見、家庭での養育が難し

い０歳から１８歳未満の児童を対象とした相談、さらに、事案に応じて必要な支

援機関へとつなぐ役割を担っている。３１年度については、児童虐待の早期発見

や必要な支援に重点を置いて、重篤な事例を出さないよう、しっかり取り組んで

いくことが目標になると考えている。 

  

 第３目 保育所費 

  問 幼児教育の無償化に伴い、今まで保育料の中に含まれていた給食費等が実費負

担となる予定であるが、現在、認定こども園では、道具箱の負担など保育料以外

の要素があり、保護者負担に差が見られる状況である。そこで、今後、さらに保

護者負担が増えていく可能性があるのか伺いたい。 

  答 実費で徴収する費用については、国においても保護者負担とする方針であるた

め、給食費は保護者が支払うこととなる。これに加え、これまでは保育料に含ま

れていたバス遠足の費用なども実費負担になると想定しており、これらについて

は、保護者に理解を求めていきたいと考えている。 

 

第４項 生活保護費 

 第１目 生活保護費 

  問 近年における生活保護世帯の増加や多様化の傾向を踏まえ、現在、ケースワー

カー１人当たりの担当件数も多くなっているが、人員配置として十分な対応が可

能な体制となっているのか、市の見解を伺いたい。 

答 現在、生活保護世帯をケースワーカーの配置人数で単純に割り戻すと、１人当

たりの担当件数は１００件を超える状況であるが、ケースごとの事情を考慮し、

また職員のストレスといった面にも配慮しながら、応援体制を整え対応している

ところである。 
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なお、新年度からは、正規職員が１名増となり、ケースワーカーが増える予定

となっている。 

 

問 嘱託員報酬において、生活支援事業では相談員が４名、生活困窮者自立支援事

業では就労支援兼相談支援員が３名配置されている。生活保護世帯の自立のため

の就労支援も重要ではあるものの、生活保護に至らないよう、生活困窮者に対す

る支援体制を手厚くすることが必要であると考えるが、人員配置にかかる考え方

を伺いたい。 

  答 生活支援事業と生活困窮者自立支援事業とで、特に人数の差を設けているわけ

ではない。 

また、生活困窮者の相談については、別に主任相談員が配置されているため４

名となっている。今後、生活困窮者に関する相談件数が増加していく場合には、

改めて対応を検討していきたい。 

 

  問 生活扶助基準額の見直しが行われ、これまで対象であった世帯が生活保護を受

けられなくなったのではないかと懸念しているが、該当者の状況と生活困窮者自

立支援制度との連携に関する取り組みについて伺いたい。 

  答 今回の見直しが直接の要因で廃止となった世帯はないが、今後、相談を受ける

際には、世帯の状況や生活できるだけの資力があるかなどの視点で対応していき

たいと考えている。また、生活困窮者自立支援制度の担当とは、毎月情報交換の

場を設けており、相談があれば常に情報共有ができる関係を構築している状況で

ある。 

 

第５項 災害救助費 

  質疑なし 

第４款 衛生費 

第１項 保健衛生費 

第１目 保健衛生総務費 

  問 健康づくり推進事業の「健幸マイレージ」に係る委託料については、前年度に

比べ大幅に増額されている。議案質疑資料でも参加者数が増加する見通しが示さ

れていることから、その要因と併せて、ポイント交換の取り扱いを含めて、新年

度における組みの考え方を伺いたい。 

  答 ３０年度より地域創生交付金を活用しながら参加者数の増加に努めており、継

続参加者に加え、３１年度では新規参加者を１０００人程度と見込んでいること
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から、これに伴い委託料を増額しているものである。なお、ポイント交換につい

ては財源を伴うため、３０年度において１人当たりの年間ポイントを半減しなが

ら、参加の増加に対応しており、新年度も同様の内容で事業を進めていきたいと

考えている。 

 

 第２目 予防費 

  問 高齢者用肺炎球菌の定期の予防接種について、３０年度までとされていた経過

措置がさらに５年延長となったことから、その初年度となる３１年度において、

接種率の向上に向けた取り組み内容などを伺いたい。 

  答 この予防接種を過去に受けた人は対象外となるため、これまでに受けていない

人に対して個別通知を行い、これまで以上に啓発を進めていきたいと考えてい

る。 

 

第３目 保健センター費 

  問 健康診査事業において、各種検診等の受診率が低調に推移しているが、この要

因をどのように分析し、３１年度に向けての取り組みを考えているのか伺いた

い。 

答 昨年度までは、受診にかかるクーポン券のみを発行していたが、今年度からは

受診の必要性などを伝えながら、４０～６０歳の年齢層に対して５歳刻みで個別

勧奨を行っている。これまでの傾向では、特に、乳がん検診と胃がん検診の受診

率が低い状況であり、乳がん検診については、クーポン券以外でも受診できるよ

う医療機関に要請して受診率が向上しているほか、胃がん検診については個別委

託化に加え、新年度には人間ドックで内視鏡検査を追加するなどの対策を講じて

いるところである。 

 

 第７目 病院費 

  問 新年度における指定管理料の支払い方法やスケジュールについて、具体的な内

容を伺いたい。 

  答 指定管理料の支払い方法等については現在調整中であるが、年度協定書の中で

詳細を記載して締結することとしている。具体的な内容については、３月中に特

別委員会等の場で説明する予定である。 

 

第２項 環境衛生費 

 第１目 環境衛生総務費 
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  問 犬の登録事業について、登録手数料等の特定財源が事業費を上回る状況と認識

しているが、これに応じて手数料の設定を見直す考えはないか伺いたい、 

  答 犬の登録手数料として１頭につき３０００円、鑑札の再交付手数料として１件

１６００円、狂犬病予防注射済票の交付手数料として５５０円及び当該済票の再

交付手数料として３４０円を徴収しており、事業費を上回る状況となっているこ

とから、その分は当該事業の職員人件費に充当しているものである。したがって、

今のところ手数料等を見直すことは考えていない。 

 

 第３目 斎場費 

  問 斎場管理運営事業に関連し、火葬後の残骨灰に含まれる有価物の取り扱い等が

問題となっているが、市として実態を調査するなお、今後の対応について伺いた

い。 

  答 現在は、遺族の心情などに配慮して、残骨灰については事業者に処理委託し、

供養の上埋葬しているところである。こうした中、新年度からは、指定管理者に

よる運営を予定していることから、この取り扱いを含めて精査の上対応していき

たい。 

  答 残骨灰に含まれる貴金属等の取り扱いについては、新聞報道等もあり議論のあ

ることころであるが、遺族の心情など非常にデリケートな問題であり、今後に向

けては庁内においても取り扱いを検討していきたいと考えている。 

 

  問 火葬炉の工事のため休止をしていた告別式場の利用が２９年に再開されたが、

指定管理者制度が導入されるにあたり、この告別式場は今後どのように運営され

るのか、利用料の取り扱いを含めて考え方を伺いたい。 

  答 告別式場については市民のみ利用としており、再開後、利用件数が増加傾向に

あることから、引き続き指定管理者による運営を想定しているが、利用料につい

ては、現在と同額の１回１万２０００円とする考えである。 

 

  問 新年度からの指定管理者制度導入に伴い、現在、斎場に配置されている職員の

処遇がどのようになるのか伺いたい。 

  答 現在、斎場には正職員３名と再任用職員１名が配置されているが、指定管理者

制度への移行後は環境衛生課へ移ることとなっている。また、臨時職員等につい

ては、本年２月時点で、指定管理者に移行することにより採用期間が満了するこ

とを説明し理解を得ているところである。 
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第３項 清掃費 

 第１目 清掃総務費 

  問 ごみ減量化とリサイクル推進事業の生ごみ処理機等購入費助成について、最近

の利用状況と今後の継続に係る考え方について伺いたい。 

  答 ２９年度は４０万円の予算を計上していたが、結果的には３３台分１７万  

４０００円の執行となった。いわゆるコンポストについては、ブームとなった時

期には家電販売店においても多くの製品が陳列されていたが、近年はこうした状

況が見られなくなっており、助成件数も減少傾向にある。こうした状況を踏まえ

て、３１年度予算では２０万円を計上しているが、生ごみ減量の有効なものであ

るため、引き続き、助成制度のＰＲに力を入れていきたいと考えている。 

 

 第２目 ごみ処理費 

  問 身体的な事情などを考慮したごみのサポート収集制度について、該当要件と利

用の現状等を伺いたい。 

  答 この制度については、一人暮らし等でごみの運び出しが困難な場合や介護保険

で「要介護２」より重い認定を受けている人、あるいは身体障害者手帳１級又は

２級を保有している人を該当要件としているが、これらの要件に該当しない場合

でも申請を受けて担当職員が面談を行い、困られている状況を確認した上で、例

外的にサポート収集を実施しているケースもある。こうした対応の中で、本年２

月時点では、１０１世帯、１２３名の利用があったところである。 

 

問 ごみの収集運搬業務において、市職員による直営の対応では、ごみネットの片

づけやステーション周辺に散乱したごみの掃除が行われているが、委託業者の場

合は、こうした対応がとられていない現状にある。このような状況を踏まえ、新

年度においては、委託による収集をどのような体制で臨もうとしているのか伺い

たい。 

答 直営の収集業務において、ネットの片づけなど、できるところからやろうとい

った提案が作業員の中から出され、これが全体として徹底されるようになったも

のである。委託業者については、契約内容に含まれていないこともあり、対応を

協議しながら今後とも協力を求めていきたいと考えている。 

第５款 労働費 

第１項 労働費 

 第１目 労働対策費 

  問 労働者支援事業において、インターネットを活用した在宅での就労機会を提供
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する在宅就業促進支援委託料として１５０万円が計上されているが、具体的な支

援の内容等について伺いたい。 

  答 当該事業は、自宅での仕事を希望する人に対して、インターネットクラウドワ

ーキングというものを活用した働き方についての研修や講習会を行っている。現

在、翻訳やキャッチフレーズ作成などのライティング分野を中心に支援を進めて

いる状況である。 

第６款 農林業費 

第１項 農林業費 

 第３目 農林業振興費 

  問 農業振興研究会や営農研究会に対する農林業振興事業補助金について、積算根

拠とあわせて事業の成果といった点について市の見解を伺いたい。 

  答 ２９年度に補助金の見直しを図り、営農研究会は事業を縮小して、その一部が

農業振興研究会に移行している。これは、目に見えるイベントや即売会に限らず、

農業経営の安定に向けた研究も大変重要になってくることから、どのような事業

が必要なのかといった協議がなされた上で、現在の補助内容となっているもので

ある。 

 

  問 農業振興事業で１９１０万６０００円が計上されている農林業６次産業化補

助金について、その詳細を伺いたい。 

  答 これは６次産業化の取り組みに対する兵庫県の補助事業で、農山漁村の所得向

上や雇用の促進、地域活力の向上を図ることが目的とされている。具体的には農

産物の加工や直売等に必要な支援も含まれており、新年度では、老人施設に給食

を提供するための加工設備に投資するため、事業者から補助申請があったところ

である。 

第７款 商工費 

第１項 商工費 

 第１目 商工振興費 

  問 中小企業支援事業のうち、金融機関への預託金９５９０万円を計上している中

小企業者への融資あっせん事業については、現在、金利水準が非常に低く、また、

信用金庫や地方銀行等も相談窓口を拡充しており、当該制度の利用件数は減少傾

向にあることから、事業自体のあり方を検討すべき時期に来ていると考えるが、

市の見解を伺いたい。 

  答 過去からの流れとしては、申請件数が減少傾向にあるものの、近年においては

横ばいの状況となっている。本事業のあり方について検討は重ねているが、一部
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の自治体で融資制度自体を廃止し融資を受ける際の信用保証料を助成するとい

った制度に切り替えるなど見直しの動きがある一方、依然として現制度を継続し

ている自治体が多い実態がある。さらに、当該制度への参加を希望する金融機関

が存在する状況も踏まえて、引き続き、今後のあり方を検討していきたいと考え

ている。 

 

  問 商工振興事業において、市内産業を活性化させ、新たな雇用創出や起業支援、

コワーキングスペースの整備などを目指す産業ビジョンの策定・会議支援業務委

託料５００万円が計上されているが、どのような計画を目指そうとしているのか

伺いたい。 

  答 前ビジョンにおいては、設定した指標の多くが未達成の状況となっており、ま

た、市の総合戦略においても関連する指標が掲げられていることから、産業の分

野を統括して、より実効性のある計画の策定が必要であると考えている。そのた

めには、どのような分野から策定に携わってもらうかが重要なポイントであると

判断しており、従前は市内商工業者や農業者に依頼していたが、今回は、外部の

視点を反映することも考慮した人選を検討しているところである。 

 

 第２目 消費生活対策費 

  問 特殊詐欺対策について、川西警察が貸出す特殊詐欺撃退装置（固定電話に接続

することで、着信時に自動録音される旨のメッセージが流れる装置）の活用など

を含め、新年度はどのような対策を考えているのか伺いたい。 

  答 警察の機器貸与については、消費生活センターから民生委員や地域包括支援セ

ンターなどの関連部署に情報提供して、市民への利用案内を行っている。ただ、

この装置を設置した場合、親しい人からの電話でも必ず「録音します」という音

声が流れてしまうため、抵抗感じるとの声もあったため、今後もホームページ等

を通じての注意喚起をはじめ、相談があった場合には電話番号の通知サービスや

留守番電話機能、防犯機能付き電話機器の利用による対策を紹介するなど、丁寧

な説明・案内に努めていきたい。 

 

 第３目 観光費 

  問 観光推進事業における「いいな里山ねっと」（川西市・猪名川町・豊能町・能

勢町が観光を軸とした地域振興に取り組むネットワーク）の事業推進について

は、本市がリーダーシップを発揮して積極的な取り組みが必要と考えるが、来年

度に向けた市の考えを伺いたい。 
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  答 これまでから「いいな里山ねっと」をより積極的に活用すべきという声は、構

成員からもあがっているところである。また、先般、「のせでんアートライン」

の会議においては、その実行委員と「いいな里山ねっと」の参加団体が重複する

ということから、これらの取り組みを連携しながら事業を進めていくべきである

といった意見や若手メンバーのワーキンググループにより連携を図ることも提

案があり、新年度以降においては、こうした動きにより事業が進展していくこと

を期待しているところである。 

第８款 土木費 

第１項 土木管理費 

第１目 土木総務費 

  問 公共交通支援事業において、オンデマンドモビリティサービスを試験的に導入

するための委託料として２００万円が計上されているが、地域公共交通に係る過

去の取り組み状況を踏まえると、実施に向けては、早い段階で公共交通を担う事

業者と合意形成を図ることが重要なポイントになると考える。この点について市

の見解を伺いたい。 

  答 新年度に予定している実証実験は、既存の公共交通事業者と競合するような取

り組み内容でなく、オールドニュータウンの再生に向け、共に課題解決を目指す

官民連携のプロジェクトであると認識しており、こうした思いは既に事業者にも

伝えているところである。こうした中で、勉強会などを通して、実証実験に着手

する段階から、関係事業者と目指すゴールを共有し、互いにとって良い結果に結

びつくよう、市としてもしっかり体制を整え、スタートを切っていきたいという

覚悟である。 

 

第２目 交通安全対策費 

  問 放置自転車等対策業務委託料として２４０６万５０００円が計上されている。

この委託料は縮小させていく方向性が示されていたように思うが、現状からは困

難であると感じることから、今後の事業を進めるうえでの考え方を伺いたい。 

 答 当該委託業務においては、本年度、曜日や時間帯別の駐輪状況を調査し、実態

把握を行っている。その結果に基づき、試験的に土曜及び日曜日の監視員配置を

中止するなど、人件費の削減に取り組むことも検討しており、引き続き、丁寧に

状況の分析を行いながら対策を講じていきたいと考えている。 
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第２項 道路橋りょう費 

第１目 道路橋りょう総務費 

  問 急傾斜地対策事業について、３１年度では久代２丁目地内での実施が予定され

ているが、対策の優先順位などを含めて、実施個所の決定方法等について伺いた

い。 

 答 この対策工事については、基本的に民有地であるため、本来、土地所有者が実

施すべきものである。しかし、多額の費用を要するため現実的には対応が困難で

あるため、県がその所有者と該当区域に居住する住民等からの要望を受けて実施

するものであり、市は費用の１割相当額を負担金として支払う仕組みとなってい

る。したがって、実施個所については、土地所有者等からの要望を踏まえながら、

また、阪神間における各自治体のバランス等も考慮した上で、県が決定していく

といった仕組みとなっている。 

 

第２目 道路維持費 

 問 同費目の事業費総額が前年度と比較して２５００万円程度減額となっている

が、この要因について伺いたい。 

 答 事業費総額が減額となった要因としては、市域を４分割した上で入札を行うな

ど、維持補修に係る発注方法を変更したことや事業費を他の費目に振り替えるな

どの整理を行ったことが大きな要因である。事業担当においては財政状況が厳し

い現状を踏まえ、市民サービスの低下を招くことのないような方法で事業費の圧

縮に努めており、その成果を本予算に反映しているところである。 

 

 問 街路樹維持管理事業において、今後の管理方針などの策定を含めて、新年度に

おける取り組みの考え方を伺いたい。 

 答 ３０年度において部内で街路樹の調査を実施しており、この結果を踏まえて、

歩道の盛り上がりなどをはじめ、対応すべき内容を整理していく予定である。そ

の上で、優先順位をつけて、伐採・剪定などの方法を検討しながら、基本的な管

理方針をまとめていきたいと考えている。 

 

第４目 橋りょう維持費 

 問 橋りょう維持補修事業において、一庫新橋１号橋他４橋の維持管理に伴う工事

請負費として１億９００万円が計上されているが、事業予定の詳細について伺い

たい。 

 答 新年度においては、一庫新橋１号橋、一庫新橋２号橋、新在家橋、出口橋、上
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山橋の長寿命化工事を行うこととしており、補助金の交付申請後に、順次工事の

発注を進め、年度内での完了を目指して取り組んでいくこととしている。 

 

第３項 都市計画費 

 第１目 都市計画総務費 

  問 都市計画管理事業において、都市計画道路網の見直しに係る交通量調査業務等

の委託料が計上されているが、新年度における取り組みの詳細を伺いたい。 

  答 新年度においては、市内で未整備となっている都市計画道路について、必要性

等を判断しながら道路網の見直しを進めることとしている。この検討に当たって

は、兵庫県が示すガイドラインを参考にしながら、既に学識経験者等による専門

委員会を設置しているが、具体的な方針の決定に向けては、パブリックコメント

の実施などを含めて、今後の進め方を検討していきたいと考えている。 

 

問 開発行為審査事業において、黒川地区での特別指定区域制度の活用によるまち

づくりを検討するための業務委託料が計上されているが、同制度の詳細と地域住

民との連携など今後の取り組み内容について伺いたい。 

  答 市街化調整区域では、環境保全等の効果がある反面、厳しい建築制限等により、

人口減少や産業の衰退といった課題が生じていたもので、特別指定区域制度は、

こうした状況を解決するために、都市計画法の改正を契機として平成１２年に県

で創設された制度である。 

    この指定区域は法令上のものであるため、今後、黒川地区において、現在の環

境を保全する箇所と建築基準等を緩和する箇所を明確にするなどの土地利用計

画を住民とともに作成した後、その実現に向けた法令整備を進めていく考えであ

る。 

 

 第２目 街路事業費 

  問 新名神周辺対策事業において石道地内の市道改良事業に係る調査委託料とし

て２００万円が計上されているが、今後の進捗見通しについて伺いたい。 

  答 対象となる地権者については、概ね同意を得ている状況であるが、当該地域内

は田畑が大半を占め、これにかかる畝が多く存在している。この畝は二線引き畦

畔として国有財産となるため、これらの処理には国との調整が必要であることか

ら、事業進捗に時間を要している状況である。 
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 第３目 再開発事業費 

  問 駅前再開発事業における川西能勢口駅東地区第２工区の事業進捗について、現

状と新年度の取り組み内容等について伺いたい。 

  答 当該地区の整備については、２９年度より既存の建物を活用して、新たなテナ

ントが開店している状況に加えて、３０年度では、理事会において下水道を整備

していく方針が定められた。こうしたことから、新年度においては、地権者との

調整を積極的に進めていきたいと考えている。また、３０年には、理事会で大阪

府城東区の蒲生地区における長屋などを活用したまちづくりの事例を視察され

るなど、積極的に賑わいを取り戻すための活動にも取り組まれている状況である。 

 

 第５目 公園緑地費 

  問 緑地維持管理事業の役務費において、ナラ枯れ対策に係る手数料５９４万  

６０００円が計上されているが、現状と今後の取り組みについて伺いたい。 

  答 ナラ枯れについては、一定終息状態になってきたとの声が聞かれるが、被害が

進行していたり、既に被害を受けている樹木の処理が残っているため、新年度に

おいては、緑地分として５７本の伐採費用を計上している。今後については見通

せない状況であるが、定期的に巡回点検を行うとともに、市民から情報提供があ

った場合には、適宜対応していきたいと考えている。 

 

 問 キセラかわにしせせらぎ公園については、当初の計画段階より植栽本数が大幅

に増加したことに加え、手作業による除草・剪定が必要となったことから、維持

管理経費が他の既存公園と比較して多額となっている。このようなことから、当

該公園の維持管理に関する今後のあり方について市の見解を伺いたい。 

  答 同公園の維持管理経費の増額については、人力除草に係る費用が主な要因であ

ると認識している。このため、維持管理事業と併せてＰＦＩ手法により実施して

いるまちづくりコーディネート業務において、下草の除草作業に関する説明資料

を作成した上で、維持管理に市民参加を促す働きかけを行っている。昨年末には

活動に参加されている市民が主体となった除草作業が実施されており、市民が主

体となって楽しみながら参加できる企画もなされており、今後もこのような方向

で取り組みを進めていきたいと考えている。 

 

第４項 都市環境費 

 第１目 空港周辺整備費 

  問 南部地域整備実施計画における進捗状況の確認と併せて、本年度未実施となっ
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ている事項のうち、今後、重点的に進めようとしている内容など、新年度におけ

る取り組み方針を伺いたい。 

  答 当該実施計画の進捗状況については、計画全体における実施率が２３％に留ま

っている状況である。今年度は、庁内に設置した南部整備実施計画の連絡調整会

議で、策定から５年が経過している同計画の見直しを図っている。こうした中で、

特に高芝地区の道路拡幅については課題も多く、今年度末にも地元住民に説明を

行い、今後の進め方などの協議をはじめるほか、計画内容に応じて、関係する他

の自治会や南部協（川西市南部地区飛行場対策協議会）とも丁寧に話し合いを進

めていきたいと考えている。 

 

第５項 住宅費 

 第１目 住宅総務費 

  問 住宅政策推進事業において、３０年度から空き家活用リフォーム助成制度が新

設され、３１年度も制度に係る補助金として９００万円を計上しているが、制度

拡充など具体的な取り組みについて伺いたい。 

  答 当該助成制度については、市外の若者世帯や子育て世帯の流入を目的として 

３０年度に創設したが、現時点において助成実績はない状況である。こうした現

状を踏まえ、３１年度においては、空き家を地域交流拠点として使用する場合や

子育て世帯向けの賃貸住宅として活用する場合も助成対象にするほか、老朽化に

よる危険な空き家の流通が進まないことから、建物の除却・建て替えの推進を目

的とした補助の追加も検討している。 

 

 第２目 住宅管理費 

  問 市営住宅維持管理事業において、木造等平屋住宅の用途廃止に伴う移転等が進

められているが、特に高齢者にあっては、長年にわたって築かれた近隣住民との

人間関係を失うことに対する不安の声を耳にする。こうした現入居者にどのよう

な配慮をしながら、事業を進めていくのか、市の考えを伺いたい。 

  答 木造等平屋住宅の用途廃止については、老朽化に伴う安全上の観点から進めて

いるものである。こうした中、特に高齢入居者の移転に際しては、人との繋がり

を重要視する人や通院等に係る利便性を求める人があることなどから、説明会や

相談会を開催しながら、可能な限り個々の要望に沿った移転先が確保できるよ

う、丁寧な対応に努めていきたい。 
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 第３目 建築指導費 

  問 建築指導事業において、小規模多数利用建築物耐震診断助成事業補助金として

１２０万円計上されているが、助成対象施設の詳細と耐震化の進捗状況等を伺い

たい。 

  答 従来の耐震診断事業においては、主に個人住宅に対する取り組みを進めてきた

が、さらに耐震の促進に係る目標の達成に向けて、３０年度からは多数の利用者

がある小規模な建築物について耐震診断の補助を開始したもので、特に民間幼稚

園等に働きかけを行っているところである。なお、市内において対象となる多数

利用建築物については４５棟と把握しており、耐震診断を終えた２２棟のうち５

棟については耐震改修が実施されている状況である。 

第９款 消防費 

第１項 消防費 

 第１目 常備消防費 

問 消防活動事業の備品購入費において、救助工作車の更新に係る予算が計上され

ているが、当該車両は配備から相当年数が経過していることから、新たに追加さ

れた機能等あれば、配備場所と併せて詳細を伺いたい。 

  答 この救助工作車については、現在、北消防署清和台出張所に配備しており、更

新後も引き続き同出張所に配備する予定である。また、更新に伴う新たな機能と

しては、ＢＣ（生物剤・化学剤）テロへの対策として、防除・防染に係る資機材

を備えた仕様としている。 

 

  問 救急活動事業において、黒川地域では救急要請から到着までに時間を要するな

ど、立地条件によっては対策が必要な地域が散見されるが、新年度における改善

の取り組み等について伺いたい。 

  答 市内にあっても地域によって現場到着までの時間に差はあるが、最短時間での

ルート検索はもとより、地域によっては広域連携に基づき他市町の応援を要請す

る方が早いといった場合には、これを活用して対応しているところである。また、

火災発生時等では消防車両が先行して現場に到着する場合があり、救急車両到着

までの間に応急措置を行うなど、状況に応じた対応が図れるよう、引き続き、日

常の救急活動等を検証しながら、改善の研究を進めていきたい。 

 

問 近年、多くの店舗が入居するビルでの火災に関し、全国的にも問題となる事故

が発生しているが、本市において、こうした建物の定期点検など、火災予防事業

における取り組み状況を伺いたい。 
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  答 飲食店や物販店が入る建物等の設備点検については、通常、建物所有者や管理

者が年２回の点検と年 1 回の報告を行うこととなっている。また、予防的な取り

組みとして、消防の立ち入り検査があるが、現在、指摘のあったビルなど消防法

の規定による特定防火対象物は市内で３３２物件あり、３０年度においては、現

場の消防隊も活用しながら、概ねこれらの検査が実施できた状況である。引き続

き、年１回の立ち入り検査の実施を目標として取り組んでいきたい。 

   

 第２目 非常備消防費 

  問 消防団活動推進事業においては、従前より条例改正等によって入団要件の緩和

を図るなど、消防団員の充足に向けて取り組まれているものの、目標定数に届い

ていない現状である。そこで、新年度における消防団員確保に向けた取り組みに

ついて伺いたい。 

  答 平成３１年３月１日時点で団員総数が３８０名となっており、条例で定める定

数４１８名には達していない状況である。このため、引き続きホームページ等で

広報活動を進めるとともに、定数に対して団員数が不足する地区にあっては、現

役消防団員の協力を得ながら、欠員の充足に努めていきたい。また、女性消防団

員についても定数３０名に対して１９名の確保に止まっている現状にあるため、

さらに積極的なＰＲを図っていきたいと考えている。 

 

 第３目 消防施設費 

  問 消防本部・南消防署整備事業では、仮移転中である南消防署の現状回復に伴う

設計及び工事監理委託料が計上されているが、仮移転先であるＮＴＴと進められ

ている工事内容に係る協議の進捗状況等を伺いたい。 

  答 昨年６月より、ＮＴＴ側と現状復旧に向けた協議を開始しているものの、相手

方の体制整備が十分に整っていないこともあり、具体的な協議が進展していない

というのが実情である。今後、市としては、駐車場や建物内１階、２階部分の改

修を予定しているが、照明等については復旧工事が不要となることも考えられる

ため、工事内容の細部についても調整を重ねていきたと考えている。 

 

 第５目 災害対策費 

  問 新年度において防災マップの更新に係る予算が計上されているが、スマートフ

ォンのアプリを活用することなどを含めて、具体的な見直し内容等について伺い

たい。 

答 現在、兵庫県においてＣＧハザードマップが公表されており、浸水想定区域や



- 31 - 

 

土砂災害特別警戒区域のデータ更新も行われていることから、市のホームページ

からも容易に閲覧できるよう誘導していきたいと考えている。 

答 紙媒体としての防災マップは、ＩＴ機器が活用できない高齢者をはじめ、市民

に対する情報発信には必要と考えており、過去において全戸配布したところであ

るが、有事の際に活用できるような適切な保管がなされていないといった課題も

認識しているため、今後は、配布方法等を含めて取り扱いを検討する必要がある

と考えている。また、アプリの活用については研究課題としたい。 

 

  問 新年度から、土砂災害特別警戒区域の住宅改修費用等を補助する「住宅・建築

物土砂災害対策支援事業補助金」が創設されるが、助成要件などの詳細について

伺いたい。 

  答 当該助成制度は、国において既に制度化されているが、今回、本市では、土砂

災害特別警戒区域の指定に伴い導入するものである。具体的な内容としては、当

該特別区域内から移転される人への支援を含め、既存住宅等が土砂災害に耐えら

れるよう、家屋改修や擁壁の設置を行う場合などの助成を行うもので上限額は 

１００万円となっている。 

第１０款 教育費 

第１項 教育振興費 

 第１目 教育総務費 

  問 複数の費目にわたることとなるため、教育費審査の冒頭で確認をしておきた

い。 

昨年の大阪北部地震を契機として、幼稚園や学校施設等におけるブロック塀の

点検と対策が行われているが、新年度に向けては、どのような取り組みの流れに

なっていくのか伺いたい。 

  答 ブロック塀に係る対応として、危険個所として該当のあった小・中学校、幼稚

園及び保育所を合わせて１８施設における処理については、全て完了している状

況である。 

  答 学校施設においては、大阪北部地震発生後に各校区内で一斉点検を実施し、ブ

ロック塀のほか看板や倒木といったものを含めて１１１箇所が危険場所として

抽出された。その後、通学の際に当該箇所を回避するなどの対策を各学校に対し

て周知している。さらに、交通安全面や防犯対策面を含めて、通学路の調査結果

がまとまった段階にあり、今後は、これらの危険個所について点検作業を進めて

いく予定である。 
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 第２目 教育振興費 

  問 教育推進管理事業において、学齢簿新システムデータ移行業務等の委託料が計

上されているが、各学校で保管されている個人情報の管理について、新年度にお

ける強化策等の考えを伺いたい。 

  答 個人情報の安全確保については、本市の文書等取扱規程にも記載されており、

紛失・流失等がないよう万全を期すことが必要であると認識していることから、

毎年４月に校長会で周知徹底を図っているところである。しかしながら、今般、

市立小学校の児童１名に係る個人情報の紛失事案が発生したことを重く受け止

め、あらためて取り扱いの周知を図るとともに、臨時校長会を開催し、再度、個

人情報の適正管理に向けた研修を進めていきたいと考えている。 

 

 第３目 学校教育推進費 

  問 外国語推進事業において、ＡＬＴ（外国語指導助手）の増配に係る費用が計上

されているが、同事業に対する成果指標のあり方について、市の見解を伺いたい。 

  答 当該事業の成果指標については、単に児童生徒の語学能力の向上という観点か

らのみ捉えるのではなく、外国語に対する関心の高まりや積極的な学習姿勢等も

含めて判断することが必要である。今後、成果をはかる上では、子供たちの感じ

方といった点が重要であると考えており、毎年、年度末に実施している児童生徒

へのアンケート結果を踏まえながら、適切な成果指標の設定について検討してい

きたい。 

 

 問 学校教育支援事業において、部活動の充実と教員の勤務時間適正化に向けた指

導員の臨時傭人料が計上されているが、現在、部活動以外で休日等に学校外の施

設を使用するなどして活動している事例が見られるが、教育委員会としての実態

把握と対応状況について伺いたい。 

  答 現在、本市においても部活動以外で任意の活動が実施されていることは認識し

ており、３１年度においては、学校の部活動と学校外で実施する任意の活動と明

確に区分し、任意の活動が部活動に影響を与えることがないよう、研修等を通じ

て各中学校に指導している。新年度からは新たな制度のもとで部活動が展開され

ることになるが、実施状況を検証するとともに、関係者の意見も踏まえながら、

部活動が持続できるよう様々な方法を模索していきたいと考えている。 

 

  問 教育研究事業において、次世代を担う人材の育成につなげるための子ども自主

活動支援事業の準備経費が計上されているが、これにより、長年にわたって実施
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されてきた「子ども議会」が廃止されることとなっている。そこで、新年度以降、

どのような取り組みを想定しているのか、市の考えを伺いたい。 

  答 ３１年度からは子ども議会の開催を見直し、中学校の生徒会をはじめ、中学校

及び川西養護学校から子どもたちの参加を募り、学校を中心としたまちづくりの

活動等について、子どもたちが自主的に考えて提案を出し合うような取り組みを

考えている。新年度は準備段階と位置付けており、さまざまな検討を行ったうえ

で、３２年度から事業が開始できるよう取り組みを進めていきたい。 

 

  問 青少年育成事業において、（仮称）ＰＴＡあり方検討会の委員報償費が予算計

上されているが、想定している委員構成や開催時期の詳細に加え、この取り組み

の目標といった点についても見解を伺いたい。 

  答 当該検討会については、学識経験者、教育関係者、ＰＴＡ連合会や地域として

の代表の保護者等で構成する考えであり、委員数については最大１５名とする予

定である。また、検討会の開催については、年４回程度を想定しており、新年度

の第１回目を本年５月又は６月頃に開催する方向で準備を進めている。 

答 当該検討会の設置理由として、ＰＴＡが子どものための活動団体として存在す

るためには、過去の取り組みの中で良い部分は継承しつつも、保護者のＰＴＡ活

動に伴う負担感の軽減など、一定見直していく必要があると考えられる部分もあ

る。そこで、あくまでも子どものためにやるべきことを中心に置きながら、当事

者である保護者等によって、あらためてＰＴＡのあり方をしっかり検討いただく

機会をつくろうとするものである。 

 

  問 留守家庭児童育成クラブ事業において、待機児童の解消に向けては、民間事業

者を含めて拡充が図られているが、特に、川西小学校やけやき坂小学校といった

学童が多い地域において、受け入れの拡充が不十分な状況にあると危惧している

ことから、新年度に向けた改善への取り組みについて考えを伺いたい。 

  答 子どもの安全を守るといった観点から、小学校１・２年生で待機児童が発生し

ないよう優先的な対応に努めている。また、施設面においては、３０年度で公設

４クラブと民間４クラブを増設したほか、新年度でも１クラブの増設を予定して

いるが、待機児童の解消には至っていない状況である。 

    こうした中、川西小学校では３０年度に１クラブの増設を行っているが、依然

として待機児童が発生しており、けやき坂小学校については、空き教室の活用な

ども困難な状況にあり、民間事業者の誘致を含めて検討を進めている状況であ

る。 
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第２項 小学校費 

第１目 学校運営費 

  問 小学校図書整備事業に関連して、小・中学校の図書整備については、１００％

の整備率を目指しているが、全校での達成には至っていない状況であることか

ら、新年度以降、これを引き上げていくための取り組みについて考え方を伺いた

い。 

  答 学校図書館図書標準の達成に向けて、３０年度からの５か年計画で予算措置を

進めており、３４年度に全校で１００％が達成できることを目指して取り組んで

いるところである。 

 

 問 小学校教育情報推進事業において、新年度からタブレットＰＣをモデル校で試

験的に導入するための予算が計上されるが、配置台数などの詳細について伺いた

い。 

 答 小学校でモデル校１校を選定する予定であるが、配置台数としては生徒用４０

台と教師用２台を予定している。活用に当たっては、教師が一方的に教えるとい

うかたちではなく、子どもが自ら学び、子ども同士あるいは子どもと教師がつな

がるツールとなるよう、実際に使用してみて、その状況を検証しながら活用方法

を考えていきたい。 

なお、中学校費及び特別支援学校費でも同様の予算を計上しているが、中学校

では小学校と同じ配置台数とし、川西養護学校では５台の配置を予定している。 

 

 第２目 学校給食費 

  問 新年度における小学校給食１食当たりの単価のほか、消費税の増税に伴う取り

扱いの考え方について伺いたい。 

  答 新年度の小学校給食費については、本年度と同様に１食当たり２５０円を予定

しており、年間給食実施回数１８３回に同額を乗じた費用を保護者から徴収する

こととなる。また、小学校給食については、消費税の増税に対して軽減税率が適

用される見通しであるため、現時点で増額は予定していない。 

 

第４項 幼稚園費 

第１目 幼稚園運営費 

  問 ３歳児保育を実施していない本市の市立幼稚園においては、５歳児に比べて４

歳児の児童数が非常に少ない状況が見受けられるが、市としては、この状況を見
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守るといった姿勢なのか、今後の対応に関する見解を伺いたい。 

  答 本市においては、人口の急増に伴い私立幼稚園を誘致したため、３歳児保育に

ついては私立幼稚園が担ってきた経過がある。しかしながら、近年、本市におい

ても市立認定こども園においては３歳児保育を既に開始しており、現在、建設予

定の市立認定こども園においても同様に３歳児保育を実施する考えである。 

 

第６項 施設費 

 第１目 施設費 

  問 小学校及び中学校の施設維持管理事業において、運動場の水捌け改善に向けた

費用がそれぞれ１校分ずつ計上されているが、改修方法の詳細のほか、実施校の

選定理由について伺いたい。 

  答 従前から実施している小・中学校における運動場の水捌け改善について、本年

度は陽明小学校と明峰中学校で、表層部分の土の入れ替えや勾配の調整などを実

施する予定としている。改修を実施する学校の選定については、実際に運動場の

水捌け状況を確認した結果が第一の判断要素となるが、学校側からの要望等も踏

まえながら実施校を決定しているところである。 

 

第７項 生涯学習費 

 第５目 公民館費 

  問 公民館運営事業においては、平成３２年度から公民館長及び嘱託職員が会計年

度任用職員へ移行されていくことになるが、新年度において給与体系等の変更を

検討される予定になっているのか伺いたい。 

  答 嘱託職員の給与体系については、現在、職員団体等と協議中であるものの、本

来、嘱託職員に関しては、一般の職員とは異なる経験や知識などを有している点

に鑑みて、給与を算定し、任用してきた経過があることから、会計年度任用職員

への移行後においても同様に、臨時職員から移行する者との給与差は生じていく

のではないかと認識している。 

 

 第６目 図書館費 

  問 中央図書館における電子書籍の導入状況について伺いたい。 

  答 電子書籍については、導入に当たって様々な課題が指摘されていることもあ

り、現時点では購入していないが、今後のサービスとして、一定の検討はしてい

きたいと考えている。 
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⑶ 第２表 継続費 ～ 第４表 地方債 

 質疑なし 

 

３．特記事項 

議案質疑資料あり（国庫負担金、補助金変更の一覧と影響額について ほか） 

 

４．審査結果 

原案可決（賛成多数） 

 

第１１款 災害復旧費 

 質疑なし 

第１２款 公債費 

  問 災害援護資金償還事業においては、過去の貸付金で相当の期間が経過する未回

収金が残っているが、３１年度では、この事業をどのように展開していくのか、

回収困難なケースの取り扱いを含めて具体的な考えを伺いたい。 

  答 この災害援護資金については、震災発生から２０年以上が経過しているが、 

３０年度前半の回収状況を見ると、２９年度より償還率が向上している。こうし

たことも踏まえ、引き続き、償還指導員による指導を継続しながら、粘り強く回

収に取り組んでいきたいと考えている。 

    なお、国においては、当該貸付金に関して、破産者や生活保護受給者等に係る

償還免除が検討されている状況にある。 

第１３款 予備費 

 質疑なし 


